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                                 別紙 

 

１ 目的 

統合幕僚監部（以下「統幕」という。）が使用する会議室（防衛省庁舎Ａ

棟中央指揮所区画を除く。）を管理するため、必要な事項を定めるものであ

る。 

 

２  適用 

統幕の使用する会議室の管理については、本通知に示すもののほか、防衛

省本省市ヶ谷庁舎の管理に関する規則(平成１２年防衛庁訓令第３８号）、

防衛省市ヶ谷庁舎の管理に関する実施細則について（通知）(経会第７８５

１号。２３．６．２４）によるものとする。 

 

３  定義 

（１）会議室等 庁舎Ａ棟１４階の第１大会議室、レセプションルーム（Ｊ５

横）、西側小会議室（Ｊ４横）、ＧＯＡルーム、庁舎Ａ棟６階の統幕中会

議室及び庁舎Ａ棟地下１階の第２大会議室をいう。 

（２）使用管理者 鍵の管理及び火気取締責任の管理者をいう。 

（３）使用者 会議室等を使用する者をいう。 

 

４  会議室等の予約場所等及び使用管理者 

会議室等の予約場所等及び使用管理者については、下表のとおりとする。 

 

５ 会議室等の予約 

（１）第１大会議室、第２大会議室の使用者は、使用管理者の許可を得るもの

とする。  

（２）「省ＯＡ施設予約」により予約する場合は、日時、使用目的、予約者 

会議室等名 庁舎Ａ棟 予約場所等 使用管理者 

第１大会議室 14階 総務課庶務室 庶務室長 

第２大会議室 地下1階 総務課総務班 総務課長 

レセプションルーム（J5横） 14階 省ＯＡ施設予約 

西側小会議室（J4横） 14階 

統幕中会議室 6階 

ＧＯＡルーム 14階 運用第1課長 
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（所属、氏・階級）を入力するものとする。 

（３）会議等開催要望を努めて多く満たすため、使用予約は必要最小限にとど

めるものとする。 

 

６  会議室等の使用 

（１）使用者は、使用時の火災の予防、整理整とん、使用後の施錠等について

責任を負うものとする。 

（２）使用者は、会議室等の入口付近に会議中である旨を表示するものとする。 

（３）使用者は、予約した使用時間を厳守しなければならない。 

（４）会議室等に備え付けられた機器等の使用については、使用者が責任をも

って使用するものとする。その際、当該機器等が故障等した場合、使用者

は速やかに使用管理者に報告し、必要に応じ処置を講ずるとともに修理手

続等を実施するものとする。 

（５）会議室等では火気を使用してはならない。ただし、業務上やむを得ない

場合は、使用管理者の承認を受ける。 

 

７  会議室等の鍵の保管、返納等 

（１）会議室等の鍵は、使用管理者が保管し使用の都度貸し出すものとする。 

（２）会議室等の予備鍵は、統幕当直室で保管するものとする。 

（３）使用管理者から鍵を受領した使用者は、当該鍵の保管、紛失等に十分注

意を払わなければならない。 

（４）使用者は、会議室等の使用後速やかに使用管理者に鍵を返納するものと

し、次の使用者に直接引き継ぐ場合は、当該鍵の責任の所在を明らかにし

なければならない。 

 

８  保全 

使用者は、使用する会議室等の周囲環境、施設等の特性を認識し、会議室

等内で取扱う事項の保全について細心の注意を払わなければならない。 


